
 

※ IT 新改革戦略（平成 18 年 1 月 19 日、IT 戦略本部〔本部長 内閣総理大臣〕） 

（Ｐ１３より抜粋） 

（個人が生涯を通じて健康情報を活用できる基盤づくり） 

１．生涯にわたる健診結果を電子データとして継続的に収集し、適切に管理するための仕組み（収

集すべき健診項目、標準的なデータ形式、管理運営方法等）を 2007 年度までに確立する。 

２．電子データとして収集される健診結果等の健康情報を個人、保険者等が活用するための基盤

（健康情報を管理するデータベース、IC カードを活用した個人による自らの健康情報への参照

機能等）の整備を 2008 年度までに開始し、2010 年度までにその普及を推進する。 

３．疾病予防の推進等に向け、収集された健康情報の活用方策を 2010 年度までに確立する。 

 

 

（３）関係学会の役割 

関係学会は、国が行う健診・保健指導データの分析・評価について協力し、学会

における最新の知見などの議論を踏まえ、健診・保健指導プログラムの見直しを行

う必要性やその内容について国に対し協力を行うことが望まれる。 

 

（４）都道府県の役割 

都道府県においては、医療保険者や地域の大学・研究機関等の協力を得て、健診・

保健指導データを統計的に処理・分析し、評価を行うことにより、都道府県におけ

る健康づくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させるとともに、各地域の

保険者協議会と地域・職域連携推進協議会間との健診・保健指導の効果の評価、研

修内容の相互評価、委託先の事業者のサービスの質の相互評価を図る場を提供する

ことが必要である。 

 

（５）市町村の役割 

  市町村においては、保健事業（①医療保険者としての健診・保健指導、②住民に

対する生活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチ）を総合的に実施する

ため、衛生部門の医師、保健師、管理栄養士等がレセプトや保健指導データ等を活

用（医療保険者としての個人情報保護に抵触しない方法での利用が前提）すること

により地域ごとの課題を明確にした上で、ポピュレーションアプローチを効果的・

効率的に実施していくことが必要である。 
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（６）その他 

  今後、健診・保健指導データの蓄積が進むにつれ、医療保険者自らが実施する場

合も含め、健診・保健指導の質の管理・評価を行うための第三者評価の仕組みが必

要となると考えられるため、都道府県地域・職域連携協議会の活用等を含め、第三

者機能評価の在り方について検討を進める必要がある。 
 

 
137


